
防災ラジオ一般販売業務委託仕様書 

 

 

１ 適用 

  この仕様書は、令和２年９月29日北上市告示甲第65号「北上市防災ラジオの一般

販売要綱」（以下「要綱」という。）第９の規定に基づき、北上市（以下「委託者」

という。）が委託する防災ラジオ一般販売業務委託について、必要な事項を定めるも

のである。 

 

２ 業務内容 

委託する業務の概要は、次のとおりとする。 

(1) 受託者は、委託者から防災ラジオを預かり、購入希望者に対して購入負担金と

引き換えに防災ラジオを引き渡すものとする。 

(2) 防災ラジオの販売は、受託者の店舗内で行う店頭販売とする。 

 

３ 防災ラジオの仕様 

製 造 メ ー カ ー リズム時計株式会社製 

商 品 構 成 防災ラジオ本体、ＡＣアダプタ、取扱説明書、単３乾電池 

受 信 放 送 局 

きたかみＥ＆Beエフエム   ＮＨＫ第一   ＮＨＫ－ＦＭ 

ＮＨＫ第二   エフエム岩手   ＩＢＣラジオＡＭ   

ＩＢＣラジオＡＭ 

※プリセット設定 

そ の 他 

・きたかみＥ＆Beエフエムによる緊急割込み放送時は、他チャ

ンネルを聴取している場合でも自動できたかみＥ＆Beエフエ

ムに切り替わる。 

・ＡＣアダプタの取付または乾電池を入れていて電源が入る

状態の場合は、きたかみＥ＆Beエフエムによる緊急割込み放送

時に自動で起動する。 

 

４ 防災ラジオの受渡し及び在庫管理 

 (1) 防災ラジオは、委託者が指定する日時・場所において、委託者と受託者の協議

の上取り決めた数量の受渡しを行うものとする。 

 (2) 受託者が防災ラジオ受領後、防災ラジオの瑕疵を発見した場合には、受託者は、

その旨を遅滞なく委託者に通知し、協議の上解決するものとする。 

 (3) 受託者は、受渡しを受けた防災ラジオの管理を適正に行わなければならない。 

 



５ 購入負担金 

(1) 要綱第３の規定に基づく防災ラジオの一般販売の対象者別の購入負担金は、次

のとおりとする。 

対象者 １台あたりの購入負担金 

住民 5,500円 

法人等 8,200円 

 (2) 受託者は、受領した購入負担金を月毎に取りまとめ、翌月20日（20日が金融機

関の休業日となる場合は、その前日）までに委託者が指定する金融機関に納入す

るものとする。 

 

６ 販売業務 

(1) 受託者は、販売業務において、購入希望者から要綱第５の規定に基づき、「北上

市防災ラジオ購入申込書」（以下「購入申込書」という。）の提出を受け付け、内

容を審査するものとする。 

(2) 受託者は、販売業務において、委託者が指定する防災ラジオの取扱い方法を説

明するものとする。 

(3) 販売業務において、受託者が受領した購入申込書は、月毎に取りまとめ、翌月

20日（20日が土曜日・日曜日及び祝日の場合は、その前日）までに委託者に送付

するものとする。 

 

７ 施策協力の義務 

  受託者は、委託者の求めに応じ施策の推進に協力するものとする。また、必要が

あるときは、委託者が行う市民への広報活動等に協力するものとする。 

 

８ 契約期間 

  契約期間は、契約締結日からその属する会計年度の３月31日までとする。 

 

９ 委託料の支払い等 

 (1) 委託者は、防災ラジオ１台の販売につき、500円の取扱委託料を受託者に支払う

ものとする。 

 (2) 委託料の支払いは月払いとし、受託者は業務実施月の翌月20日（20日が土曜日・

日曜日及び祝日の場合は、その前日）までに委託者に請求するものとする。 

 

10 契約の定めのない事項 

  この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者の協議の上処理するも

のとする。 


